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地方公務員の労使関係制度に係る基本的な考え方 

 

平成２３年６月２日 

総   務   省 

 

Ⅰ 趣旨 

  国家公務員に係る自律的労使関係制度の措置を踏まえ、地方公務員について

も新たな労使関係制度を設けることとする。 

 

Ⅱ 制度の概要 

 

１ 協約締結権を付与する職員の範囲 

一般職の地方公務員（ただし、団結権を制限される職員、重要な行政上の

決定を行う職員及び地方公営企業等に勤務する職員等を除く。以下「職員」

という。）に協約締結権を付与する。 

 

２ 団体交渉の当事者 

（１）労働側の当事者 

○ 労働組合は、職員が主体となって自主的にその勤務条件の維持改善を図

ることを目的として組織する団体又はその連合体とする。 

○ 都道府県労働委員会に認証された労働組合は、団体協約の締結、不当労

働行為の救済申立て、あっせん・調停・仲裁手続への参加、職員の在籍専

従等が可能となる。 

○ 認証の要件は、規約が法定の要件を満たすこと、構成員の過半数が同一

地方公共団体に属する職員であること等とする。 

 

（２）使用者側の当事者 

地方公共団体の当局は、引き続き交渉事項について適法に管理し、又は

決定することのできる者とする。 

 

３ 団体交渉等 

（１）認証された労働組合と地方公共団体の当局は、下記の事項について団体

交渉を行い、団体協約を締結できるものとする。 

  ① 給料その他の給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項 

  ② 職員の昇任、降任、転任、休職、免職及び懲戒の基準に関する事項 

  ③ 職員の保健、安全保持及び災害補償に関する事項 

  ④ ①～③に掲げるもののほか、職員の勤務条件に関する事項 

  ⑤ 団体交渉の手続その他の労働組合と地方公共団体の当局との間の労

使関係に関する事項 
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（２）地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、引き続き団体交渉

の対象とすることができないこととする。 

 

（３）現行地方公務員法において規定されている予備交渉の実施、団体交渉の

打ち切り、勤務時間中の適法な団体交渉の実施等については、引き続き法

定する。 

なお、職員が勤務時間中の適法な団体交渉に参加する際の手続を整備す

る。 

 

（４）地方公共団体の当局は、団体交渉の議事の概要及び団体協約を公表しな

ければならないこととする。 

 

４ 不当労働行為の禁止 

（１）地方公共団体の当局が労働組合の構成員であること等を理由として職員

に対する不利益な取扱いをすること、認証された労働組合との団体交渉を

正当な理由がなく拒否すること、労働組合の運営等に対して支配介入・経

費援助をすること等の行為を禁止する。 

 

（２）不当労働行為があった場合の都道府県労働委員会による救済制度を設け

る。 

 

５ 勤務条件の決定原則等 

（１）情勢適応の原則等、現行地方公務員法において規定されている勤務条件

の決定原則については、引き続き法定する。 

 

（２）職員に協約締結権を付与することに伴い、勤務条件に関する人事委員会

勧告制度を廃止する。 

 

（３）住民への説明責任を果たし、住民の理解を得る観点から、民間の給与等

の実態を調査・把握する。調査・把握する主体等については更に検討を進

める。 

 

６ 勤務条件の決定方法及び団体協約の効力 

（１）職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、引き続き条例で定めること

とする。 
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（２）勤務条件を定める条例の制定改廃を要する内容の団体協約を締結した場

合には、地方公共団体の長は条例案の議会への提出義務を負うこととする。

（ただし、地方公共団体の長以外の機関が団体協約を締結する場合には当

該地方公共団体の長との事前調整を行う仕組みを設ける。） 

 

（３）勤務条件を定める規則等の制定改廃を要する内容の団体協約を締結した

場合には、地方公共団体の長その他の機関等が規則等の制定改廃の義務を

負うこととする。 

 

７ 交渉不調の場合の調整システム 

認証された労働組合と権限ある地方公共団体の当局の間に発生した紛争で

あって団体協約を締結することができる事項に係るものについて、都道府県

労働委員会によるあっせん、調停及び仲裁の制度を設ける。 

 

 ８ 人事行政の公正の確保 

   勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関する不服申立てその他の職員

の苦情の処理に関する事務等については、引き続き第三者機関が所掌する。 

  

 

 

Ⅲ 消防職員の団結権 

  消防職員の団結権については、付与することを基本的な方向としつつ、必要

な検討を進める。 

 




